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第１編 総 則 

第１章 総 則 

第１節 計画の目的 （略） 

 

第２節 計画の性格 

 

（略） 

④ 迅速な復旧・復興 

を踏まえたものとする。 

 

 

４ 今後、防災基本計画及び佐賀県地域防災計画等が修正された場合や本市を取り巻く条件、防災に関する情

勢に変化が生じた場合など、この計画に反映させる必要があると認める場合に修正するものである。 

 

第４節 防災の基本理念 （略） 

 

 １ （略） 

２ 災害応急段階における基本理念「迅速かつ円滑な災害応急対策」 

発災直後は、可能な限り被害規模を早期に把握するとともに、正確な情報収集に努め、収集した情報に基

づき、生命及び身体の安全を守ることを最優先に、人材・物資等災害応急対策に必要な資源を適切に配分す

る。 
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第２５節 災害応急対策の実施に係るタイムスケジュール ･･･････････････････････ １９２ 

 

第５編  災害復旧・復興計画 

第１章  災害復旧・復興計画 

第１節  災害復旧・復興の基本方向の決定と事業の計画的推進 

第１   災害復旧・復興事業 ･････････････････････････････････････････････ １９４ 

第２   迅速な原状復旧 ･････････････････････････････････････････････････ １９４ 

第３   計画的復興 ･････････････････････････････････････････････････････ １９６ 

第２節 市民生活安定のための支援 

第１   被災者の生活確保 ･･･････････････････････････････････････････････ １９７ 

第２   農林業に対する復旧・復興資金の確保 ･････････････････････････････ １９９ 

第３   中小企業者等に対する復旧・復興資金の確保 ･･･････････････････････ １９９ 

第４   義援金品の受入れ・配分 ･････････････････････････････････････････ ２００ 

 

第１編 総 則 

第１章 総 則 

第１節 計画の目的 （略） 

 

第２節 計画の性格 

 

（略） 

④ 迅速な復旧・復興 

を踏まえたものとし、大規模地震後の水害等の複合災害も念頭に置きながら、関係者一体となって事前防災

に取り組んでいく。 

 

４ 今後、国の防災基本計画及び佐賀県地域防災計画等が修正された場合や本市を取り巻く条件、防災に関す

る情勢に変化が生じた場合など、この計画に反映させる必要があると認める場合には修正するものとする。 

 

第４節 防災の基本理念 （略） 

 

 １ （略） 

２ 災害応急段階における基本理念「迅速かつ円滑な災害応急対策」 

発災直後は、可能な限り被害規模を早期に把握するとともに、正確な情報収集に努め、収集した情報に基

づき、生命及び身体の安全を守ることを最優先に、人材・物資等災害応急対策に必要な資源を適切に配分す

る。 

「人命第一で。対策は前広に幅広に。」（令和元年佐賀豪雨災害の教訓化事項） 
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項 現行 修正後 備考 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、被災者のニーズに柔軟かつ機敏に対応するとともに、災害応急段階においては、防災関係機関は、

災害応急対策に従事する者の安全の確保を図るよう十分配慮するものとする。 

３ 災害復旧・復興段階における基本理念「適切かつ速やかな災害復旧・復興」 

 

第２章 防災関係機関の責務と処理すべき事務及び業務の大綱 

第１節 実施責任 

 

災害対策の実施に当たっては、防災関係機関は、それぞれの機関の果たすべき役割を的確に実施していくとと

もに、相互に密接な連携を図るものとする。 

併せて、市及び県を中心に、住民一人ひとりが自ら行う防災活動や、地域の防災力向上のために自主防災組織

や地域の事業者等が連携して行う防災活動を促進することで、国、公共機関、地方公共団体、事業者、住民等が

一体となって最善の対策をとらなければならない。 

 

 

 

 

 

 

１ 〜 ９ （略） 

 

 

第２節 処理すべき事務及び業務の大綱 

 

市、県、指定地方行政機関及び指定地方公共機関等は、防災に関し、概ね次の事務又は業務を処理する。 

 

１ 市 

処 理 す べ き 事 務 及 び 業 務 

○ 市防災会議及び市災害対策本部に関すること 

○ 防災に関する調査、研究に関すること 

○ 市内の保全事業等に関すること 

○ 防災に関する組織の整備に関すること 

○ 防災に関する施設、設備及び資機材の整備に関すること 

○ 防災に関する物資等の備蓄に関すること 

○ 防災思想・知識の普及、防災訓練の実施に関すること 

○ 市内の公共的団体、自主防災組織の育成充実に関すること 

○ 気象情報等の伝達、災害情報の収集、連絡及び被害状況の調査、報告に関すること 

○ 災害時の広報に関すること 

○ 避難の勧告・指示等に関すること 

○ 避難所の開設・運営に関すること 

○ 災害の防御と被害拡大の防止のための応急措置に関すること 

○ 災害時における消防団との連絡調整に関すること 

○ 被災者の救助、医療救護等の措置及び支援（収容を含む）に関すること 

○ 防疫その他保健衛生、廃棄物処理に関すること 

○ 被災市有施設及び設備の応急措置に関すること 

○ 災害時の交通及び輸送の確保に関すること 

また、被災者のニーズに柔軟かつ機敏に対応するとともに、災害応急段階においては、防災関係機関は、

災害応急対策に従事する者の安全の確保を図るよう十分配慮するものとする。 

３ 災害復旧・復興段階における基本理念「適切かつ速やかな災害復旧・復興」 

 

第２章 防災関係機関の責務と処理すべき事務及び業務の大綱 

第１節 実施責任 

 

災害対策の実施に当たっては、防災関係機関は、それぞれの機関の果たすべき役割を的確に実施していくとと

もに、相互に密接な連携を図るものとする。 

併せて、市及び県を中心に、住民一人ひとりが自ら行う防災活動や、地域の防災力向上のために自主防災組織

や地域の事業者等が連携して行う防災活動を促進することで、国、公共機関、地方公共団体、事業者、住民等が

一体となって最善の対策をとらなければならない。 

 特に、災害時においては状況が刻々と変化していくことと、詳細な情報を伝達するいとまがないことから、情

報の発信側が意図していることが伝わらない事態が発生しやすくなる。このようなことを未然に防ぐ観点から、

関係機関は、防災対策の検討等を通じて、お互いに平時から災害時の対応についてコミュニケーションをとって

おくこと等により、「顔の見える関係」を構築し信頼感を醸成するよう努めるとともに、訓練等を通じて、構築し

た関係を持続的なものにするよう努めるものとする。 

 

１ 〜 ９ （略） 

 

 

第２節 処理すべき事務及び業務の大綱 

 

市、県、指定地方行政機関及び指定地方公共機関等は、防災に関し、概ね次の事務又は業務を処理する。 

 

１ 市 

処 理 す べ き 事 務 及 び 業 務 

○ 市防災会議及び市災害対策本部に関すること 

○ 防災に関する調査、研究に関すること 

○ 市内の保全事業等に関すること 

○ 防災に関する組織の整備に関すること 

○ 防災に関する施設、設備及び資機材の整備に関すること 

○ 防災に関する物資等の備蓄に関すること 

○ 防災思想・知識の普及、防災訓練の実施に関すること 

○ 市内の公共的団体、自主防災組織の育成充実に関すること 

○ 気象情報等の伝達、災害情報の収集、連絡及び被害状況の調査、報告に関すること 

○ 災害時の広報に関すること 

○ 避難指示等の避難情報に関すること 

○ 避難所の開設・運営に関すること 

○ 災害の防御と被害拡大の防止のための応急措置に関すること 

○ 災害時における消防団との連絡調整に関すること 

○ 被災者の救助、医療救護等の措置及び支援（収容を含む）に関すること 

○ 防疫その他保健衛生、廃棄物処理に関すること 

○ 被災市有施設及び設備の応急措置に関すること 

○ 災害時の交通及び輸送の確保に関すること 
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項 現行 修正後 備考 
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7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 要配慮者、避難行動要支援者対策に関すること 

○ ボランティア活動の環境整備、受入窓口に関すること 

○ 他の市町村との相互応援に関すること 

○ 災害時の文教対策に関すること 

○ 災害復旧・復興の実施に関すること 

○ 原子力災害対策に関すること 

○ その他市の所掌事務についての防災対策に関すること 

（略） 

４ 警察署 

処 理 す べ き 事 務 及 び 業 務 

○ 災害警備計画に関すること 

○ 警察通信確保に関すること 

○ 関係機関との連絡調整に関すること 

○ 災害装備資機材の確保に関すること 

○ 危険物等の保安確保に必要な指導、助言に関すること 

○ 防災知識の普及に関すること 

○ 災害情報の収集及び伝達に関すること 

○ 被害実態の把握に関すること 

○ 被災者の救出及び負傷者等の救護に関すること 

○ 行方不明者の調査に関すること 

○ 危険箇所の警戒及び住民に対する避難指示、誘導に関すること 

○ 不法事案等の予防及び取締りに関すること 

○ 被災地、避難所、重要施設等の警戒に関すること 

○ 避難路及び緊急交通路の確保に関すること 

○ 交通の混乱の防止及び交通秩序の確保に関すること 

○ 広報活動に関すること 

○ 死体の見分・検視に関すること 

（略） 

６ 指定地方行政機関 

機 関 名 処 理 す べ き 事 務 及 び 業 務 

⑴ 九州管区警察局 ○ 広域緊急援助隊等の運用及び広域的な応援の指導調整に関すること 

○ 広域的な交通規制の指導調整に関すること 

○ 災害時における他管区警察局との連携に関すること 

○ 管区内指定地方行政機関との協力及び連絡調整に関すること 

○ 災害に関する情報の収集及び連絡調整に関すること 

○ 災害時における警察通信の運用にすること 

○ 津波警報等の伝達に関すること 

⑵ 福岡財務支局 

（佐賀財務事務所） 

○ 災害復旧事業費の査定立会に関すること 

○ 緊急を要する災害復旧事業等のため、地方公共団体が災害つなぎ金の

貸付を希望する場合の適切な短期貸付の措置に関すること 

○ 災害復旧事業等に要する経費の財源として地方公共団体が地方債を起

こす場合に、資金事情の許す限り、財政融資資金をもって措置すること

に関すること 

○ 防災のため必要があると認められるとき、関係法令等の定めるところ

により、管理する国有財産の適切な無償貸付等の措置に関すること 

○ 関係機関と協議のうえ、民間金融機関相互の協調を図り、必要と認め

○ 要配慮者、避難行動要支援者対策及び個別避難計画作成に関すること 

○ ボランティア活動の環境整備、受入窓口に関すること 

○ 他の市町村との相互応援に関すること 

○ 災害時の文教対策に関すること 

○ 災害復旧・復興の実施に関すること 

○ 原子力災害対策に関すること 

○ その他市の所掌事務についての防災対策に関すること 

（略） 

４ 警察署 

処 理 す べ き 事 務 及 び 業 務 

○ 災害警備計画に関すること 

○ 警察通信確保に関すること 

○ 関係機関との連絡調整に関すること 

○ 災害装備資機材の確保に関すること 

○ 危険物等の保安確保に必要な指導、助言に関すること 

○ 防災知識の普及に関すること 

○ 災害情報の収集及び伝達に関すること 

○ 被害実態の把握に関すること 

○ 被災者の救出及び負傷者等の救護に関すること 

○ 行方不明者の調査に関すること 

○ 危険箇所の警戒及び住民に対する避難の指示、避難誘導等に関すること 

○ 不法事案等の予防及び取締りに関すること 

○ 被災地、避難所、重要施設等の警戒に関すること 

○ 避難路及び緊急交通路の確保に関すること 

○ 交通の混乱の防止及び交通秩序の確保に関すること 

○ 広報活動に関すること 

○ 死体の見分・検視に関すること 

（略） 

６ 指定地方行政機関 

機 関 名 処 理 す べ き 事 務 及 び 業 務 

⑴ 九州管区警察局 ○ 広域緊急援助隊等の運用及び広域的な応援の指導調整に関すること 

○ 広域的な交通規制の指導調整に関すること 

○ 災害時における他管区警察局との連携に関すること 

○ 管区内指定地方行政機関との協力及び連絡調整に関すること 

○ 災害に関する情報の収集及び連絡調整に関すること 

○ 災害時における警察通信の運用に関すること 

○ 津波警報等の伝達に関すること 

⑵ 福岡財務支局 

（佐賀財務事務所） 

○ 災害復旧事業費の査定立会に関すること 

○ 緊急を要する災害復旧事業等のため、地方公共団体が災害つなぎ資金

の貸付を希望する場合の適切な短期貸付の措置に関すること 

○ 災害復旧事業等に要する経費の財源として地方公共団体が地方債を起

こす場合に、資金事情の許す限り、財政融資資金をもって措置することに

関すること 

○ 防災のため必要があると認められるとき、関係法令等の定めるところ

により、管理する国有財産の適切な無償貸付等の措置に関すること 

○ 関係機関と協議のうえ、民間金融機関相互の協調を図り、必要と認めら
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られる範囲内で、金融機関に対する緊急措置の適切な指導に関すること 

⑶ 九州厚生局 ○ 災害状況の情報収集 

○ 関係職員の現地派遣 

○ 関係機関との連絡調整 

⑷ 九州農政局 

（佐賀地域センター） 

○ 国土保全事業（農地海岸保全事業、農地防災事業等）の推進に関する

こと 

○ 農作物、農地、農業用施設等の被害状況の情報収集に関すること 

○ 生鮮食料品、農畜産用資材等の円滑な供給を図るための必要な指導に

関すること 

○ 農作物等の病害虫防除に関する応急措置についての指導に関すること 

○ 被災農地、農業用施設等の応急措置についての指導とこれらの災害復

旧事業の実施及び指導に関すること 

○ 直接管理している、又は工事中の農地、農業用施設等についての応急

措置に関すること 

○ 地方公共団体の要請に応じた農林水産省の保有する土地改良機械の貸

付等に関すること 

○ 被災農林漁業者等の経営維持安定に必要な資金の融通等についての指

導に関すること 

○ 災害時における食料の供給、価格動向等の情報についての緊急消費者

相談窓口の設置に関すること 

 

機 関 名 処 理 す べ き 事 務 及 び 業 務 

⑸ 九州森林管理局 

（佐賀森林管理署） 

○ 森林治山による災害防止に関すること 

○ 国有保安林、保安施設、地すべり防止施設等の整備及び管理に関する

こと 

○ 災害対策用木材（国有林）の払下げに関すること 

○ 林野火災対策に関すること 

⑹ 九州経済産業局 ○ 災害時における生活必需品、復旧資材等防災関係物資の円滑な供給の

確保に関すること 

○ 災害時の物価安定対策に関すること 

○ 被災商工業者への支援に関すること 

⑺ 九州産業保安監督部 ○ 火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、都市ガス及び電気施設等の保安対

策に関すること 

⑻ 九州運輸局 

（佐賀運輸支局） 

○ 災害時における輸送用車輛のあっせん・確保、船舶の調達・あっせん

に関すること 

○ 自動車運送事業者に対する運送命令等に関すること 

○ 運送等の安全確保に関する指導等に関すること 

○ 関係機関及び関係輸送機関との連絡調整に関すること 

⑼ 大阪航空局 

（福岡空港事務所、佐賀 

空港出張所） 

○ 災害時における航空機による輸送の安全確保に必要な措置に関するこ

と 

○ 遭難航空機の捜索及び救助に関すること 

○ 指定地域上空の飛行規制とその周知徹底に関すること 

⑽ 福岡管区気象台 

（佐賀地方気象台） 

○ 気象・水象・地象（地震にあっては、地震動に限る）に関する予報・注

意報・警報の発表及び伝達に関すること 

○ 指定河川の洪水注意報・警報の発表及び伝達に関すること 

○ 津波警報等・地震及び津波に関する情報の発表及び伝達に関すること 

れる範囲内で、金融機関に対する緊急措置の適切な指導に関すること 

⑶ 九州厚生局 ○ 災害状況の情報収集 

○ 関係職員の現地派遣 

○ 関係機関との連絡調整 

⑷ 九州農政局 

（佐賀地域センター） 

○ 国土保全事業（農地海岸保全事業、農地防災事業等）の推進に関するこ

と 

○ 農作物、農地、農業用施設等の被害状況の情報収集に関すること 

○ 応急用食料の調達・供給及び一般食料、農畜産用資材等の円滑な供給に

関すること 

○ 農作物等の病害虫防除に関する応急措置についての指導に関すること 

○ 被災農地、農業用施設等の応急措置についての指導とこれらの災害復

旧事業の実施及び指導に関すること 

○ 直接管理している、又は工事中の農地、農業用施設等についての応急措

置に関すること 

○ 地方公共団体の要請に応じた農林水産省の保有する土地改良機械の貸

付等に関すること 

○ 被災農林漁業者等の経営維持安定に必要な資金の融通等についての指

導に関すること 

○ 災害時における食料の供給、価格動向等の情報についての消費者相談

窓口の設置に関すること 

 

機 関 名 処 理 す べ き 事 務 及 び 業 務 

⑸ 九州森林管理局 

（佐賀森林管理署） 

○ 森林治山による災害防止に関すること 

○ 国有保安林、保安施設、地すべり防止施設等の整備及び管理に関する

こと 

○ 災害対策用木材（国有林）の払下げに関すること 

○ 林野火災対策に関すること 

⑹ 九州経済産業局 ○ 災害時における生活必需品、復旧資材等防災関係物資の円滑な供給

の確保に関すること 

○ 災害時の物価安定対策に関すること 

○ 被災商工業者への支援に関すること 

⑺ 九州産業保安監督部 ○ 火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、都市ガス及び電気施設等の保安対

策に関すること 

⑻ 九州運輸局 

（佐賀運輸支局） 

○ 災害時における輸送用車輛のあっせん・確保、船舶の調達・あっせん

に関すること 

○ 自動車運送事業者に対する運送命令等に関すること 

○ 運送等の安全確保に関する指導等に関すること 

○ 関係機関及び関係輸送機関との連絡調整に関すること 

⑼ 大阪航空局 

（福岡空港事務所、佐賀 

空港出張所） 

○ 災害時における航空機による輸送の安全確保に必要な措置に関する

こと 

○ 遭難航空機の捜索及び救助に関すること 

○ 指定地域上空の飛行規制とその周知徹底に関すること 

⑽ 福岡管区気象台 

（佐賀地方気象台） 

○ 気象・水象・地象（地震にあっては、地震動に限る）に関する予報・

注意報・警報の発表及び伝達に関すること 

○ 指定河川の洪水注意報・警報の発表及び伝達に関すること 

○ 津波警報等・地震及び津波に関する情報の発表及び伝達に関するこ
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○ 災害時における気象資料の提供に関すること 

○ 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に関すること 

⑾ 九州総合通信局 ○ 非常通信体制の整備に関すること 

○ 非常通信協議会の育成指導及び実施訓練等に関すること 

○ 災害時における通信機器及び移動電源車の貸出しに関すること 

○ 災害時における電気通信の確保に関すること 

○ 非常通信の統制、管理に関すること 

○ 災害地域における電気通信施設の被害状況の把握に関すること 

⑿ 佐賀労働局 ○ 工場、事業所における労働災害の防止のための指導等に関すること 

⒀ 九州地方整備局 

（佐賀国道事務所、筑後 

川河川事務所） 

○ 直轄公共土木施設の防災管理及び被災時の復旧に関すること 

○ 指定河川の洪水注意報・警報の発表及び伝達に関すること 

○ 水防警報の発表及び伝達に関すること 

○ 水防活動の指導に関すること 

○ 災害時における交通規制及び輸送の確保に関すること 

○ 高潮、津波災害等の予防に関すること 

○ 港湾、海岸、河川災害対策に関すること 

○ 大規模災害時における緊急対応の実施に関すること 

 

 

７ 指定公共機関 

機 関 名 処 理 す べ き 事 務 及 び 業 務 

⑴ 西日本電信電話株式 

会社（佐賀支店） 

○ 電気通信設備及び付帯設備（建物を含む。以下「電気通信設備等」とい

う。）の整備、防災管理及び被災時の復旧に関すること 

○ 気象警報、津波警報の伝達に関すること 

○ 災害時における通信の確保に関すること 

⑵ 株式会社ＮＴＴドコモ

（佐賀支店） 

⑶ ＫＤＤＩ株式会社 

⑷ ソフトバンクモバイ 

ル株式会社 

⑸ 日本銀行 

（福岡支店、佐賀事務 

所） 

○ 通貨の円滑な供給確保に関すること 

○ 災害時における金融機関に対する緊急措置の指導等に関すること 

⑹ 日本赤十字社 

（佐賀県支部） 

○ 災害時における医療救護の実施に関すること 

○ 災害時における血液製剤の供給に関すること 

○ 義援金品の募集、配分に関すること 

○ 災害救助の協力奉仕者の連絡調整に関すること 

⑺ 日本放送協会 

（佐賀放送局） 

○ 市民に対する防災知識の普及に関すること 

○ 気象（津波）予警報等の周知に関すること 

○ 災害情報（被害状況、応急対策の実施状況等）の周知に関すること 

○ 社会事業団等による義援金品の募集、配分に係る広報に関すること 

⑻ 西日本高速道路株式 

会社（九州支社、佐賀 

高速道路事務所、久留 

米高速道路事務所） 

○ 高速自動車道路の維持、管理、修繕、改良及び災害復旧に関すること 

⑼ 九州旅客鉄道株式会 

社（鳥栖駅） 

○ 鉄道施設等の整備、防災管理及び被災時の復旧に関すること 

○ 災害対策に必要な物資、人員の緊急輸送の協力に関すること 

○ 災害時における鉄道輸送の確保に関すること 

と 

○ 災害時における気象資料の提供に関すること 

○ 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に関すること 

⑾ 九州総合通信局 ○ 非常通信体制の整備に関すること 

○ 非常通信協議会の育成指導及び実施訓練等に関すること 

○ 災害時における通信機器及び移動電源車の貸出しに関すること 

○ 災害時における電気通信の確保に関すること 

○ 非常通信の統制、管理に関すること 

○ 災害地域における電気通信施設の被害状況の把握に関すること 

⑿ 佐賀労働局 ○ 工場、事業所における労働災害の防止のための指導等に関すること 

⒀ 九州地方整備局 

（佐賀国道事務所、筑後 

川河川事務所） 

○ 直轄公共土木施設の防災管理及び被災時の復旧に関すること 

○ 指定河川の洪水注意報・警報の発表及び伝達に関すること 

○ 水防警報の発表及び伝達に関すること 

○ 水防活動の指導に関すること 

○ 災害時における交通規制及び輸送の確保に関すること 

○ 高潮、津波災害等の予防に関すること 

○ 河川災害対策に関すること 

○ 大規模災害時における緊急対応の実施に関すること 

 

７ 指定公共機関 

機 関 名 処 理 す べ き 事 務 及 び 業 務 

⑴ 西日本電信電話株式 

会社（佐賀支店） 

○ 電気通信設備及び付帯設備（建物を含む。以下「電気通信設備等」とい

う。）の整備、防災管理及び被災時の復旧に関すること 

○ 気象警報、津波警報の伝達に関すること 

○ 災害時における通信の確保に関すること 

⑵ 株式会社ＮＴＴドコモ

（佐賀支店） 

⑶ ＫＤＤＩ株式会社 

⑷ ソフトバンク株式会社 

 

⑸ 日本銀行 

（福岡支店、佐賀事務 

所） 

○ 通貨の円滑な供給確保に関すること 

○ 災害時における金融機関に対する緊急措置の指導等に関すること 

⑹ 日本赤十字社 

（佐賀県支部） 

○ 災害時における医療救護の実施に関すること 

○ 災害時における血液製剤の供給に関すること 

○ 義援金品の募集、配分に関すること 

○ 災害救助の協力奉仕者の連絡調整に関すること 

⑺ 日本放送協会 

（佐賀放送局） 

○ 市民に対する防災知識の普及に関すること 

○ 気象（津波）予警報等の周知に関すること 

○ 災害情報（被害状況、応急対策の実施状況等）の周知に関すること 

○ 社会事業団等による義援金品の募集、配分に係る広報に関すること 

⑻ 西日本高速道路株式 

会社（九州支社、佐賀 

高速道路事務所、久留 

米高速道路事務所） 

○ 高速自動車道路の維持、管理、修繕、改良及び災害復旧に関すること 

⑼ 九州旅客鉄道株式会 

社（鳥栖駅） 

○ 鉄道施設等の整備、防災管理及び被災時の復旧に関すること 

○ 災害対策に必要な物資、人員の緊急輸送の協力に関すること 

○ 災害時における鉄道輸送の確保に関すること 
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⑽ 日本貨物鉄道株式会 

社（九州支社） 

○ 鉄道施設等の整備、防災管理及び被災時の復旧に関すること 

○ 災害対策に必要な物資の緊急輸送の協力に関すること 

○ 災害時における鉄道輸送の確保に関すること 

⑾ 日本通運株式会社 

（鳥栖支店） 

○ 災害対策に必要な物資、人員の緊急輸送の協力に関すること 

⑿ 九州電力株式会社 

（鳥栖営業所） 

○ 電力施設・設備の整備、防災管理及び被災時の復旧に関すること 

○ 災害時における電力供給の確保に関すること 

⒀ 日本郵便株式会社 

（鳥栖郵便局） 

○ 災害時における郵政業務の確保に関すること 

○ 災害時における郵政業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策に関す

ること 

 

８ 指定地方公共機関 

機 関 名 処 理 す べ き 事 務 及 び 業 務 

⑴ 地方独立行政法人佐 

賀県医療センター好 

生館 

○ 災害時における入院患者等の安全確保に関すること 

○ 被災者に対する医療救護の実施に関すること 

⑵ 一般社団法人佐賀県 

ＬＰガス協会 

（鳥栖支部） 

○ ＬＰガス施設の防災対策及び災害時における点検・供給対策に関する

こと 

⑶ 公益社団法人佐賀県 

トラック協会 

○ 災害対策に必要な物資、人員の緊急輸送の協力に関すること 

 

⑷ 一般社団法人佐賀県 

バス・タクシー協会 

⑸ 株式会社エフエム佐 

賀 

○ 市民に対する防災知識の普及に関すること 

○ 気象（津波）予警報等の周知に関すること 

○ 災害情報（被害状況、応急対策の実施状況等）の周知に関すること 

 

⑹ 株式会社サガテレビ 

⑺ 長崎放送株式会社 

ＮＢＣラジオ佐賀局 

⑻ 一般社団法人佐賀県 

医師会 

（鳥栖三養基医師会） 

○ 災害時における医療救護活動への協力に関すること 

⑼ 公益社団法人佐賀県 

栄養士会 

○ 災害時における栄養・食生活指導、支援に関すること 

⑽ 公益社団法人佐賀県 

看護協会 

○ 災害時における看護、保健指導に関すること 

⑾ 一般社団法人佐賀県 

歯科医師会 

（三養基・鳥栖地区歯科 

医師会） 

○ 災害時における医療救済活動への協力に関すること 

○ 身元確認に対する協力に関すること 

⑿ 一般社団法人佐賀県 

薬剤師会 

（鳥栖三養基薬剤師会） 

○ 災害時における医療救済活動への協力に関すること 

○ 医薬品の調剤、服薬指導及び医薬品の供給・管理に関すること 

⒀ 社会福祉法人佐賀県 

社会福祉協議会 

（鳥栖市社会福祉協議 

会） 

○ 災害ボランティアに関すること 

○ 生活福祉資金の貸付けに関すること 

○ 市が行う被災者状況調査の協力に関すること 

⑽ 日本貨物鉄道株式会 

社（九州支社） 

○ 鉄道施設等の整備、防災管理及び被災時の復旧に関すること 

○ 災害対策に必要な物資、人員の緊急輸送の協力に関すること 

○ 災害時における鉄道輸送の確保に関すること 

⑾ 日本通運株式会社 

（鳥栖支店） 

○ 災害対策に必要な物資、人員の緊急輸送の協力に関すること 

⑿ 九州電力株式会社 

（鳥栖営業所） 

○ 電力施設・設備の整備、防災管理及び被災時の復旧に関すること 

○ 災害時における電力供給の確保に関すること 

⒀ 日本郵便株式会社 

（鳥栖郵便局） 

○ 災害時における郵政業務の確保に関すること 

○ 災害時における郵政業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策に関す

ること 

 

８ 指定地方公共機関 

機 関 名 処 理 す べ き 事 務 及 び 業 務 

⑴ 地方独立行政法人佐 

賀県医療センター好 

生館 

○ 災害時における入院患者等の安全確保に関すること 

○ 被災者に対する医療救護の実施に関すること 

⑵ 一般社団法人佐賀県 

ＬＰガス協会 

（鳥栖支部） 

○ ＬＰガス施設の防災対策及び災害時における点検・供給対策に関する

こと 

⑶ 公益社団法人佐賀県 

トラック協会 

○ 災害対策に必要な物資、人員の緊急輸送の協力に関すること 

 

⑷ 一般社団法人佐賀県 

バス・タクシー協会 

⑸ 株式会社エフエム佐 

賀 

○ 市民に対する防災知識の普及に関すること 

○ 気象（津波）予警報等の周知に関すること 

○ 災害情報（被害状況、応急対策の実施状況等）の周知に関すること 

 

⑹ 株式会社サガテレビ 

⑺ 長崎放送株式会社 

ＮＢＣラジオ佐賀局 

⑻ 一般社団法人佐賀県 

医師会 

（鳥栖三養基医師会） 

○ 災害時における医療救護活動への協力に関すること 

⑼ 公益社団法人佐賀県 

栄養士会 

○ 災害時における栄養・食生活指導、支援に関すること 

⑽ 公益社団法人佐賀県 

看護協会 

○ 災害時における看護、保健指導に関すること 

⑾ 一般社団法人佐賀県 

歯科医師会 

（三養基・鳥栖地区歯科 

医師会） 

○ 災害時における医療救護活動への協力に関すること 

○ 身元確認に対する協力に関すること 

⑿ 一般社団法人佐賀県 

薬剤師会 

（鳥栖三養基薬剤師会） 

○ 災害時における医療救護活動への協力に関すること 

○ 医薬品の調剤、服薬指導及び医薬品の供給・管理に関すること 

⒀ 社会福祉法人佐賀県 

社会福祉協議会 

（鳥栖市社会福祉協議 

会） 

○ 災害ボランティアに関すること 

○ 生活福祉資金の貸付けに関すること 

○ 市が行う被災者状況調査の協力に関すること 
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９ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者等 

機 関 名 処 理 す べ き 事 務 及 び 業 務 

⑴ 農業協同組合、農業共 

済組合、森林組合及び 

漁業協同組合 

○ 市が行う被害状況調査、災害応急対策等への協力に関すること 

⑵ 鳥栖商工会議所 ○ 市が行う被害状況調査、災害応急対策等への協力に関すること 

⑶ 鳥栖市区長連合会 ○ 市域内の災害対策への協力に関すること 

○ 避難行動要支援者対策への協力に関すること ⑷ 鳥栖市婦人連絡協議 

会 

⑸ 鳥栖市民生委員児童 

委員連絡協議会 

⑹ 水道事業者、水道用水 

供給事業者、工業用水 

道事業者 

○ 水道施設、水道用水供給施設、工業用水道施設の整備、防災管理及び

被災時の復旧に関すること 

○ 災害時における給水の確保に関すること 

⑺ 電気通信事業者 

（西日本電信電話株式 

会社、株式会社ＮＴ 

Ｔドコモ、ＫＤＤＩ 

株式会社、ソフトバ 

ンクモバイル株式会 

社を除く) 

○ 電気通信設備等の整備、防災管理及び被災時の復旧に関すること 

○ 災害時における通信の確保に関すること 

⑻ 鳥栖ガス株式会社、液 

化石油ガス（ＬＰガ 

ス）事業者 

○ ガス施設の整備、防災管理及び被災時の復旧に関すること 

○ 災害時におけるガス供給の確保に関すること 

⑼ 国立大学法人佐賀大 

学医学部付属病院 

○ 災害時における入院患者等収容者の安全確保に関すること 

○ 被災者に対する医療救護の実施及び収容保護に関すること 

⑽ 病院等医療施設の管 

理者 

⑾ 社会福祉施設の管理 

者 

○ 災害時における施設入所者の安全確保に関すること 

⑿ 私立学校等の設置者 

等 

○ 災害時における幼児、児童及び生徒、学生の安全確保に関すること 

○ 災害時における文教対策の実施に関すること 

⒀ 道路・下水道施設・河 

川・砂防施設等・治山 

施設・ため池等農業用 

用排水施設の各管理 

者・施行者 

○ 所管施設の整備、防災管理及び被災時の復旧に関すること 

⒁ 危険施設等の管理者 ○ 災害時における危険物施設、高圧ガス施設、ＬＰガス施設、火薬類施

設、放射性物質取扱施設及び毒物・劇物施設の安全確保に関すること 

⒂ その他法令又はこの 

計画により防災に関 

する責務を有する者 

○ 法令又はこの計画に定められた防災対策に関すること 

 

 

 

９ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者等 

機 関 名 処 理 す べ き 事 務 及 び 業 務 

⑴ 農業協同組合、農業共 

済組合、森林組合及び 
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⑶ 鳥栖市区長連合会 ○ 市域内の災害対策への協力に関すること 

○ 避難行動要支援者対策への協力に関すること ⑷ 鳥栖市婦人連絡協議 

会 

⑸ 鳥栖市民生委員児童 

委員連絡協議会 

⑹ 水道事業者、水道用水 

供給事業者、工業用水 

道事業者 

○ 水道施設、水道用水供給施設、工業用水道施設の整備、防災管理及び

被災時の復旧に関すること 

○ 災害時における給水の確保に関すること 

⑺ 電気通信事業者 

（西日本電信電話株式 

会社、株式会社ＮＴ 

Ｔドコモ、ＫＤＤＩ 

株式会社、ソフトバ 

ンク株式会社を除く) 

○ 電気通信設備等の整備、防災管理及び被災時の復旧に関すること 

○ 災害時における通信の確保に関すること 

⑻ 鳥栖ガス株式会社、液 

化石油ガス（ＬＰガ 

ス）事業者 

○ ガス施設の整備、防災管理及び被災時の復旧に関すること 

○ 災害時におけるガス供給の確保に関すること 

⑼ 国立大学法人佐賀大 

学医学部付属病院 

○ 災害時における入院患者等収容者の安全確保に関すること 

○ 被災者に対する医療救護の実施及び収容保護に関すること 

⑽ 病院等医療施設の管 

理者 

⑾ 社会福祉施設の管理 

者 

○ 災害時における施設入所者の安全確保に関すること 

⑿ 私立学校等の設置者 

等 

○ 災害時における幼児、児童及び生徒、学生の安全確保に関すること 

○ 災害時における文教対策の実施に関すること 

⒀ 道路・下水道施設・河 

川・砂防施設等・治山 

施設・ため池等農業用 

用排水施設の各管理 

者・施行者 

○ 所管施設の整備、防災管理及び被災時の復旧に関すること 

⒁ 危険施設等の管理者 ○ 災害時における危険物施設、高圧ガス施設、ＬＰガス施設、火薬類施

設、放射性物質取扱施設及び毒物・劇物施設の安全確保に関すること 

⒂ その他法令又はこの 

計画により防災に関 

する責務を有する者 

○ 法令又はこの計画に定められた防災対策に関すること 
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第３章 本市の概況 

第１節 自然的環境 

 

１ 位置・面積 

本市は、佐賀県の東部に位置し、北は三養基郡基山町、福岡県筑紫野市及び筑紫郡那珂川町と接し、南は

筑後川を境に福岡県久留米市と接している。東は福岡県小郡市、西は三養基郡みやき町に接し、市の総面積

は７１．７２ｋ㎡である。市庁舎は、東経１３０度３０分、北緯３３度２２分に位置し、標高は２３．５ｍ

である。 

 

２ ～ ３ （略） 

 

第２節 社会的環境 

 

災害は、自然的環境ばかりでなく次のような社会的環境により、その態様及び被害の程度等が異なってくるも

のであることから、防災を取り巻く社会的環境の変化に十分配慮しつつ、防災対策を推進することが肝要である。 

 

○ 都市化に伴う人口の密集化、建物の高層化、近隣扶助意識の低下 

○ 都市内の公園、オープンスペースといった土地利用の状況 

○ 高齢化、国際化に伴う高齢者、障害者、外国人等の要配慮者の増加 

○ ライフライン（電力、上・下水道、電話等）、交通ネットワーク、コンピュータ等への依存度の増大 

○ インフラ整備に伴う災害発生の減少からくる市民の防災意識の低下 
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